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令和８年第１回苓北町議会臨時会会議録（第１日目） 

 

令和８年第１回苓北町議会臨時会は、令和８年１月２８日苓北町議会議場に招集され

た。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

１番  田嶋 健司          ２番  山口 利生 

３番  廣田 幸英          ４番  松本 良人 

５番  浜口 雅英          ６番  田﨑  稔 

７番  倉田  明          ８番  錦戸 俊春 

９番  髙戸 幸雄（副議長）    １０番  野﨑 幸洋（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長    松 本 康 秀    書     記   岩 﨑 えり奈 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長    山 﨑 秀 典    副 町 長  福 田 誠 一 

教  育  長    錦 戸 雅 志    総 務 課 長  宮 﨑 良 成 

    松 村 保 則    企画政策課長  山 下 晃 弘 

教 育 課 長    吉 本 英 明    土木管理課長  松 井 徹 也 

農林水産課長    田 尻   悟    商工観光課長  稲 尾 浩 二 

水道環境課長    時 田 健 一            田 尻 康 彦 

  行革デジタル対策室長    田 中 正 彦 

 

 

 

税務住民課長 
兼 会 計 課 長 

福祉保健課長 
兼健康増進室長 
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８．議事日程 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２  会期決定の件 

日程第 ３ 承認第 １号 専決処分の承認について 

専決第 ８号 令和７年度苓北町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ４ 承認第 ２号 専決処分の承認について 

専決第 １号 令和７年度苓北町一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ５ 議案第 １号 令和７年度苓北町一般会計補正予算（第８号） 

日程第 ６ 議案第 ２号 令和７年度苓北町水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第 ７ 議案第 ３号 令和７年度苓北町下水道事業会計補正予算（第４号） 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（野﨑幸洋君） 改めましておはようございます。 

只今の出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、只今から令和８年第１

回苓北町議会臨時会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（野﨑幸洋君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、６番、田﨑稔君。

７番、倉田明君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２  会期決定の件 

○議長（野﨑幸洋君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日限りと決定しました。 

これから議案審議となりますが、第１８期における苓北町議会運営に関する申し合わ

せ事項により、発言時間の制限、質疑時間の制限、同一議題につき、計３回までを合わ

せて１５分以内に制限する。質疑、再質疑、再々質疑については、その間の町執行部の

答弁を挟み、連続したものでなければならないとしております。 

議場電光掲示板の残り時間の表示が「０」（ゼロ）となった時点、制限時間１分前を

指しますが、卓上ベルを鳴らすこととしております。議員におかれましては、時間内で

の質疑に心がけてください。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 承認第１号 専決処分の承認について 

専決第８号 令和７年度苓北町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（野﨑幸洋君） 日程第３、承認第１号、専決処分の承認について。 

専決第８号、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山﨑秀典君） おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いします。 
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承認第１号、専決処分の承認について。 

令和７年度苓北町一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認についてご説明を申

し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度苓北町一般会計補正予算を令

和７年１２月１９日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告

し承認をお願いするものでございます。 

今回の補正予算は、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯

を支援するため、１８歳未満の全てのお子様を対象に、１人当たり２万円を支給する物

価高対応子育て応援手当給付事業に係る費用等を補正する必要が生じましたが、できる

限り早期に支給準備を開始する必要がある上から、議会を招集する時間的余裕がないこ

とが明らかであると認め、専決処分をいたしたものでございます。 

内容につきましては、企画政策課長から説明をいたさせますので、よろしくご承認の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（野﨑幸洋君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（山下晃弘君） 専決第８号、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第

６号）の内容について説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,６３７万７,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億１,８０１万５,０００円とする

ものです。 

６ページをお願いします。歳入です。 

款１４国庫支出金、項２、目２民生費国庫補助金、節２児童福祉費補助金は、１人２

万円の給付金として、物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金１,４８０万円と、

その支給事務のための物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金１５７万７,０００

円の増額です。 

続いて歳出です。７ページをお願いします。 

歳出は、全て今回の物価高対応子育て応援手当の支給に係る費用となります。 

款３民生費、項２、目１児童福祉総務費は、節１報酬から節１２委託料まで、今回の

支給に必要な事務費分を合わせて１５７万７,０００円の増額。節１８負担金補助及び

交付金は、実際に支給する物価高対応子育て応援手当７４０人分１,４８０万円の増額

です。 

以上で、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第６号）の説明を終わります。 

ご承認のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（野﨑幸洋君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 討論なしと認めます。 

承認第１号を採決します。本案は承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第１号、専決処分の承認については承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 承認第２号 専決処分の承認について 

専決第１号 令和７年度苓北町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（野﨑幸洋君） 日程第４、承認第２号、専決処分の承認について。 

専決第１号、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第７号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山﨑秀典君） 承認第２号、専決処分の承認について。 

令和７年度苓北町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の承認についてご説明を申

し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度苓北町一般会計補正予算を令

和８年１月１４日に専決処分いたしましたので、同条第３項の規定により議会に報告し

承認をお願いするものでございます。 

今回の補正予算は、令和８年１月２３日の衆議院解散を受け、令和８年１月２７日公

示、２月８日投開票の第５１回衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判所裁判官国民審

査の執行に要する費用を補正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がな

いことが明らかであると認め、専決処分をいたしたものでございます。 

内容につきましては、企画政策課長から説明をいたさせますので、よろしくご承認の

ほどお願い申し上げます。 

○議長（野﨑幸洋君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（山下晃弘君） 専決第１号、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第

７号）の内容について説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９０５万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６５億２,７０６万５,０００円とするものです。 

６ページをお願いします。歳入です。 
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款１５県支出金、項３、目１総務費県委託金は、選挙事務に係る衆議院議員選挙事務

委託金、最高裁判所裁判官国民審査事務委託金、合わせて９０５万円の増額です。 

７ページをお願いします。歳出です。 

款２総務費、項４、目４衆議院議員選挙費は、選挙事務に係る節１報酬の投票立会人

報酬から、次ページの節１７備品購入費の開票用机まで合わせて９００万円の増額です。

目５最高裁判所裁判官国民審査費は、消耗品費５万円の増額です。 

以上で、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第７号）の説明を終わります。 

ご承認のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（野﨑幸洋君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 討論なしと認めます。 

承認第２号を採決します。本案は承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第２号、専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第１号 令和７年度苓北町一般会計補正予算（第８号） 

○議長（野﨑幸洋君） 日程第５、議案第１号、令和７年度苓北町一般会計補正予算

（第８号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山﨑秀典君） 議案第１号、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第８号）

（案）についてご説明申し上げます。 

今回の補正予算は、令和７年１２月に国から提示された、物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金について、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町

民を直接支援する、町民１人１万円の地域振興券事業や水道、下水道等の基本料金を減

免するための水道・下水道等利用者支援事業、同じく物価高騰の影響を受けている町内

事業者を支援するための事業などの実施に要する費用などでの補正でございます。 

内容につきましては、企画政策課長から説明をいたさせますので、よろしくご審議の

ほどお願い申し上げます。 
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○議長（野﨑幸洋君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（山下晃弘君） 議案第１号、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第

８号）の内容について説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７,３４７万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６億５３万５,０００円とするものです。 

６ページをお願いします。歳入です。 

款１４国庫支出金、項２、目１総務費国庫補助金、節２物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金は、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者

の支援を目的とする物価高騰対策事業に係る物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

７,３４１万８,０００円の増額です。 

７ページをお願いします。 

款１８繰入金、項２、目４財政調整基金繰入金、節１財政調整基金繰入金は、財源調

整のための財政調整基金とりくずし５万２,０００円の増額です。 

続いて歳出です。８ページをお願いします。 

款２総務費、項１、目６企画費、節１８負担金補助及び交付金は、熊本県と地元市町

村が２分の１ずつ負担して支援する天草エアライン運航維持確保応援事業補助金、苓北

町負担分６６万１,０００円の増額です。 

９ページをお願いします。 

款４衛生費、項１、目３環境衛生費、節２７繰出金は、水道・下水道事業において、

令和８年３月請求分の基本料金を減免するための財源として、水道事業繰出金（水道・

下水道等利用者支援事業分）から、特定地域生活排水処理事業繰出金（水道・下水道等

利用者支援事業分）までを合わせて４７２万３,０００円の増額です。 

１０ページをお願いします。 

款５農林水産業費、項１、目５農地費、節２７繰出金は、前のページと同じく、水

道・下水道事業において、令和８年３月請求分の基本料金を減免するための財源として、

農業集落排水事業繰出金（水道・下水道等利用者支援事業分）５万３,０００円の増額

です。 

１１ページをお願いします。 

款６商工費、項１、目２商工業振興費は、町民１人１万円の地域振興券を配布するた

めの事務費として、節１報酬の事務補助員報酬から節１２委託料の地域振興券事務委託

料まで、合わせて６１３万８,０００円の増額。節１８負担金補助及び交付金は、町内

運送事業者を支援する運送事業者原油価格高騰対策事業支援金１４２万５,０００円と、

地域振興券の換金に使用する地域振興券事業交付金６,０４７万円の増額です。 

１２ページをお願いします。 
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款９教育費、項５、目２学校給食費は、賄材料費から物価高騰分を据え置いた保護者

負担金を差し引いた差額に対して、今回交付金から３１７万１,０００円を充当する財

源組み替えです。 

ここで、１２月に国から提示された物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の今回

の補正予算と令和８年度における計画について、別紙の資料にて補足説明をさせていた

だきます。別紙資料は全部で４ページあります。右肩に令和８年第１回議会臨時会、議

案第１号資料と記載があるものになります。 

１ページと２ページは、令和８年１月補正物価高騰対策に伴う苓北町支援策の実施計

画になります。こちらは先程説明しました今回の補正予算に係るもので、２番目の水

道・下水道利用者支援事業の予算が衛生費と農林水産業費に分かれている以外は、補正

予算の順番どおりとなっております。 

２ページの最後に、令和８年１月補正の合計を載せておりますが、総事業費は７,６

６４万１,０００円で、うち臨時交付金を７,３４１万８,０００円充当いたします。 

次に、３ページと４ページが令和８年度、物価高騰対策に伴う苓北町支援策の実施計

画になります。 

３ページをご覧ください。 

こちらは、現時点で令和８年度に予定している支援内容となります。１番目は、今回

の補正予算で令和８年３月の一月分を計上した水道・下水道利用者支援事業で、令和８

年４月から１２月までの９か月分の水道・下水道の基本料金を減免するものです。総事

業費４,０１５万８,０００円で、うち臨時交付金を３,９１７万円充当いたします。２

番目は、生分解性マルチ購入費を補助する農業省力化生産資材導入支援事業で、補助率

は３分の１、総事業費は６００万円で、うち臨時交付金を５５０万円充当します。３番

目は、農産物の輸送に要する経費のうち、値上がり分に対して補助する農産物輸送費補

助事業で、農産物の輸送経費１キログラム当たり１円を補助し、総事業費は３８３万円

で、うち臨時交付金を２８０万円充当します。４番目は、家畜輸送費の一部を補助する

家畜輸送費補助事業で、１頭当たり２,７００円を補助し、総事業費は７１万３,０００

円で、うち臨時交付金を５３万円充当いたします。 

４ページをご覧ください。 

５番目は、漁業者に対して漁船用燃油購入費の一部を支援する漁業燃油価格高騰対策

事業で、燃油１リットル当たり１０円を補助し、総事業費は１０２万円で、うち臨時交

付金を６０万円充当します。６番目は、学校給食費に対する学校給食費物価高騰対策事

業で、学校給食に係る賄材料費と国及び町の基準額との差額に対して、今回の臨時交付

金を２９０万円充当するものです。現時点で予定している令和８年度の総事業費の合計

は、その下にあります５,４６２万１,０００円で、うち臨時交付金を５,１５０万円充
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当する予定としております。 

以上で令和７年度苓北町一般会計補正予算（第８号）の説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（野﨑幸洋君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

山口利生君。 

○２番（山口利生君） 今、説明があったこちらの方と予算と併せて質問してよろしい

でしょうか。いいですか。はい、それではまず天草地域のライフラインの、天草エアラ

インの補助のところなんですが、ここの内容の中で、令和６年度見込み利用率というふ

うな形で書いてございますが、６年度というのはもうまだ利用者は確定してないんです

か。もう今７年度ですよね。で、その６年度との利用率と過去３年の実績の按分という

ような形で、令和７年度が非常に落ち込んでるというようなことであるならば、過去３

年を比較したところで、そこを見るというのはあるかと思うんですが、もう６年度は既

に決算も終了してる中にあってそれを積算の基礎としている理由は何なのかをまず教え

てください。 

それとあと、それでは学校給食なんですが、学校給食のこちらのほうの説明資料を見

ると、物価高騰で令和７年４月から３月までの更なる上昇分ということで、金額の積算

で３１７万円書いてございます。これだけ増加するから臨時交付金充てるのかなという

ふうに思ってましたが、補正予算で見ると、国庫支出金が３１７万１,０００円、臨時

交付金ですが、これを充てて一般財源を３１７万１,０００円下げてるということであ

れば、物価高騰額も、もうひっくるめて、当初から金額を予算の中に入れていた関係で

臨時交付金が来たからその分を財源更正するということなのかなと思いますが、実際に

は当初で予定してた額を上回ることもなく、その中で今１月ですから、学校給食あと１

か月分ぐらいですか、現実には。だからまあそれぐらいの正確な当初予算の見積もりで

終わってるというような理解でよろしいのか教えてください。 

○議長（野﨑幸洋君） よろしいですか。 

企画政策課長。 

○企画政策課長（山下晃弘君） 一応令和６年度というのがですね、この天草エアライ

ン等はですね、年度が１０月に始まって９月に終わるということで、役所の決算の年度

とは期間がずれてはいるんですけれども、令和６年度ですので、令和７年９月までのが

令和６年度ということになっておりまして、その分の決算の額は出てるんですけれども

まだ確定していないからというふうには、だったかと思います。ちょっと確認をさせて

いただければと思います。以上です。 

○議長（野﨑幸洋君） 教育課長。 
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○教育課長（吉本英明君） 学校給食費分になります。まず令和７年度のですね、賄材

料費の予定額といたしましては、３,１６２万４,０００円を予定しているところでござ

います。これに対しまして、保護者様の負担金をいただいているところでございますけ

ども、まず小学校におきましては、月額の４,２００円をいただいておりまして、その

合計額がですね、１,２３８万１,６００円となります。中学校におきましては５,００

０円月額いただいておりまして、１１か月分の１５４名分ということで合計で８４７万

円ということになっております。合計しますと２,０８５万１,６００円保護者様の負担

金をいただいているところでございます。残りの部分につきましては、当初一般財源で

ですね、賄うということで予定をしておりましたけども、今回臨時交付金の部分が出て

きたということで、そちらの部分をですね、充てさせていただくというような状況にし

ております。 

なお、１食単価におきましては、保護者様からはですね、小学校につきましては１食

当たり２５０円、中学校におきましては１食当たり２９０円で算定をしていただいてい

るところでございますけども、令和７年度の状況にありましては、１食当たり小学校が

３２７円、中学校が４００円ということで、小学校におきましては１食単価７７円、中

学校におきましては１１０円ほど現状的に物価高騰の影響を受けているところでもござ

いますので、こういった意味で物価高騰の支援策をいただいているところでございます。

以上でございます。 

○議長（野﨑幸洋君） よろしいですか山口議員。 

山口利生君。 

○２番（山口利生君） 確かに予算、当初予算組むときに、保護者負担金に対して、軽

減措置として一般財源を繰り出したというのは理解してるんですが、物価高騰というよ

りも保護者負担の軽減というような意味合いで一般財源を投入していったのかなと。そ

れはそれでいいことだと、できるだけ保護者負担を減らすと、少子化対策の一環でとい

うことであったもんですから、なおかつ物価高騰で臨時交付金が来るのであれば、そう

いう意味では保護者負担をもう少し軽減させるというようなことも検討すべきじゃなか

ったのかなというふうに思って、単純に町の財源、財政的な面だけでですね、臨時交付

金を充てると一般財源持ち出し分にですね、ていうよりも、もっともっとやっぱり保護

者負担そのものを考えていくべきじゃないかと。まあ私は当初に比べて物価が相当上が

ってますのでですね、当然全体の給食費の賄材料自体が相当上がってるかなと思ってま

す。これに対しては途中補正はしてないですよね。給食費の。９月か１２月ぐらいにし

てありましたかね。その分が今回切り替えるというような理解でよろしいでしょうか。

それであれば、物価高騰を当初に比べれば上がってる分を一般財源で見たので、振り替

えるというような理屈が通るかと思います。 
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また、エアラインですが、やっぱり令和７年ですね、令和７年中と令和７年の１０月

から令和８年の９月までが令和７年ということだから令和６年の利用率。で具体的に相

当やっぱりこの物価高騰でエアラインの乗られる方が減っておられるのか、その点当然

これを作る段階にあっては、その辺りの利用実績というところは把握されておられると

思いますのでその辺りを教えてください。 

○議長（野﨑幸洋君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（山下晃弘君） 天草エアラインにおかれましては、今年度中期経営計

画の見直しが行われております。その中で議論にもなっておるんですけれども、やはり

物価高騰もあるんですが、天候や機体の状況など、不測の事態により運行が困難になる

ケースっていうのも多々見られているようであります。 

近年はずっと就航率が９割を超えておりましたけれども、今年度、今年はですね、８

７％程度まで落ちているようであります。また、乗務員の中途退職への対応や、最近で

あればインフルエンザなど、乗務員が罹ってそのために運休するというふうな事態も発

生しておりまして、どうしても運航率が低下しているようであります。もちろん物価高

騰の影響はあるとは思いますが、なかなかその運航率の低下がそのまま乗客離れという

ふうにつながっていってるということで、天草エアラインにおいても、ちょっと危機感

を持っている状況というふうに聞いております。 

○議長（野﨑幸洋君） 山口利生君。 

○２番（山口利生君） 私は利用者数をお聞きしたんですが、その利用者数は分かって

ないのであれば結構ですよ。分かってれば教えてください。それを３回目ですので、そ

の以外の質問の中で。 

今あの、令和８年度の予算の中で、漁業者支援というところで、漁船燃油の購入費の

一部を支援するというようなことも計画されているようでございますが、確かに漁業者

の方も今、漁獲も減って、富岡漁港であってたセリ市ももう既になくなってるというよ

うな状況で、非常に厳しい漁業者の生活環境に今あっております。そういう意味では、

そういう漁業者に対する支援措置ということで、物価高騰に絡めて燃油の購入費の一部

助成というのは必要かなと思います。これはもうそういうことでしていただくと、高齢

化の方たちも多い中でですね、やっぱり漁業というのは重要な産業でありますので、そ

ういう目に、ところにも目を当てるというのはありがたいと思います。反面ですね、こ

れからトラクターもですね、漁業者の、農家の方も使っておられます。農家の方もやっ

ぱりトラクターには今ガソリンとか軽油とかいろんな形で今されておりますが、特に小

さい農家ですね、一生懸命地元の耕作放棄地にならないように、山間部の狭い農地を一

生懸命農作業をされていらっしゃいます。その方たちの支援ということに対する大規模

農家への支援は結構これまでもされておりますけれども、山間地の、本当に一生懸命地
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元守ってる方たちへの支援という形でですね、農家に対しても、そういう燃料費の支援

ということは考えられないのか。それがなくなると、もう山間地の田畑はますます耕作

放棄地になっていく一方じゃないかというふうに思いますが、その点は今回の臨時交付

金の中で自治体の自由な発想で使えるというふうに、この交付金は聞いておりますが、

その辺りの考え方は今持っておられるのかどうか、お聞きいたします。 

○議長（野﨑幸洋君） まず企画政策課長。はいどうぞ。 

○企画政策課長（山下晃弘君） 失礼いたしました。天草エアラインの利用実績、搭乗

者数でお答えをさせていただきます。 

２０２４年の４月から３月までの間の全体の搭乗者数が１４万２,５６０人。これに

対しまして、２０２５年の４月から１２月までですけれども、１０万２,９６０人で単

純比較できませんので、昨年の２０２４年の４月から１２月と、２０２５年の４月から

１２月、同じ期間を比較いたしますと、２０２４年の場合は１１万３,４７２人に対し

まして、２０２５年が１０万２,９６０人ですので、１万１,０００人程度、やはり減少

をしているところでございます。同一期間を比較したところですね。 

○議長（野﨑幸洋君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田尻 悟君） 漁業燃油価格高騰対策事業のような部分について、農

業者の方への燃料関係の補助金等の支出は、というご質問に対してでございますけれど

も、これにつきましては、農業、トラクターにしてもトラックにしてもですね、燃料を

仕分けるっていう部分が非常に難しいというところの中で、ガソリンスタンドで入れて、

これが農業部分に使うという部分が非常に難しいという部分の中で、農業関係につきま

しては、ほかの補助金関係においてですね、例えば中山間支援事業であるとか、この表

紙の３ページ目、４ページ目で記入しています省力化支援事業であるとか、輸送費対策

支援事業、家畜の輸送費事業というような事業の中でですね、支援を計画しているとこ

ろでございます。 

なお、中山間地域等においてはですね、確かに小さな農業でですね、しっかりと中山

間地域を守っていただいている皆様がいらっしゃいます。その方につきましてもこの中

山間支援事業をまず中心としながらですね、手助けできる部分についてはですね、さら

に検討を進めてまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（野﨑幸洋君） ほかに質疑ありませんか。 

髙戸幸雄君。 

○９番（髙戸幸雄君） 令和８年度の分です。３ページありますけども、これ令和８年

度の当初予算でお聞きしてもいいと思いますけれども、せっかくの資料ですから、ちょ

っとだけお尋ねをしたいと思います。その中のナンバー４の家畜輸送補助事業なんです

けれども、農家負担金の１０分の４を支援、１頭当たり２,７００円というこれに頭数
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掛けてありますけれども、この元数となった４割となると、逆算すると６,７５０円の

４割という具合になるのかなと思いますけれども、この６,７５０円という、その積算

基礎をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（野﨑幸洋君） すぐ出ますか。 

農林水産課長。 

○農林水産課長（田尻 悟君） すいません。当初予算資料ですので、まだこの決定事

項ではございませんので、後ほど報告をさせていただきたいと思います。 

○議長（野﨑幸洋君） 髙戸幸雄君。 

○９番（髙戸幸雄君） はい、分かりました。先程も申しましたとおり、これは令和８

年度の事業ですから、令和８年度の当初予算の中で改めてお聞きしたいと思います。以

上です。 

○議長（野﨑幸洋君） ほかに質疑ありませんか。 

浜口雅英君。 

○５番（浜口雅英君） ８ページですが、歳出の企画費、６６万１,０００円の増額。

これエアラインの運航維持確保応援事業補助金と説明してあります。この天草エアライ

ンのですね、これまでの実績といいますか、ここ２、３年ちょっと調子、営業の状況が

よくないようですけども、もう１０年間ぐらい遡ってですね、決算、ほいから、まあ決

算ちゅうか事業実績といいますか、そういうものの資料を後でお知らせいただくわけに

はいかんでしょうか。 

○議長（野﨑幸洋君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（山下晃弘君） 後ほど準備をいたしまして、配付は。 

○議長（野﨑幸洋君） そうですね、折角ですのでもう出るんであれば議員皆さんに配

付をお願いします。 

○企画政策課長（山下晃弘君） では準備をさせていただきます。必要に応じて天草エ

アラインから資料取り寄せることになった場合はちょっと後日ということになってしま

いますので、その旨はご了承をお願いいたします。 

○議長（野﨑幸洋君） 浜口雅英君。 

○５番（浜口雅英君） ほいで合わせてですね、やっぱこの、これは添付資料のあと、

今日提出された資料の中にも示されているように、天草地域のライフラインとして必要

な天草エアラインという記述があります。まさにこのとおりですので、人口は減ってい

く、だから利用する人は減るんだという、そういうことじゃなくて、やっぱりそういう

中でどう対応していくのか、そこら辺の考え方もですね、お知らせいただきたいと思い

ます。まあそこは別に資料がなくても今回答があればですね、今でも構いません。 

○議長（野﨑幸洋君） 企画政策課長。 
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○企画政策課長（山下晃弘君） 先程ですね、山口議員の質問への答弁とちょっと重複

する、一部あるかもしれませんけれども、ちょうど今年度、天草エアラインにおきまし

ては、中期経営計画の見直しということで審議会のほうが既に１回、２回開催をされて

おります。 

その中でもですね、やはり今までの中で、今までの経営に関して振り返りが行われて

おりまして、やはりその中でも機体の整備が今一つ順調にいかなかったりとか、機長の

確保とか乗務員の確保等が十分に行き届かないという部分もありまして、なかなか運航

率の低下、あともちろん天候等の影響も受けてはおりますけれども、そういうものによ

ってサービスが低下する、それによってやはり利用者が離れていって、それによって経

営が悪化することで、さらにサービスが低下してという負のスパイラルに陥ってしまう

というふうなことをまとめておられるようでございました。 

現状としましてやはりそういうところの認識は天草エアラインとしては持っておると

いうことで、今後それをどうしていくかというのをこの中期経営計画の中でも見ていっ

て今後につなげたいというふうなことを考えておられるようでした。以上です。 

○議長（野﨑幸洋君） 浜口雅英君。 

○５番（浜口雅英君） 運航率の低下とかですね、そういったものを示す、考えておら

れるようですけども、これは単純に解決できるのかどうか分かりませんけども、今使っ

ている飛行機は１機だけですよね。だから、あれを１.５機とか、まあそれが数字的に

はできても、現実的にできなければ２機、２機ということになりますかね。そういった

ものを検討しながら、それに合わせて職員も確保しておくということにしていかんと、

１機の飛行機をフル活動させる、一見非常にこう、有効な手段のような感じがしますけ

れども、利用する側からすれば、今度は飛行機を空いとっちゃろうかい、燃料漏れしよ

っていう話やったばってん、ふせはしてあっとやろかい。ほいでなんかパイロットも１

人はおらいばってん、２人必要やっけんが運行でくっとやろかいと、そういう不安をで

すね、やっぱりそういう利用者の中に持たせては駄目だというふうに思います。 

ほいで、だからそういう部分も含めて、こいまた経費が非常にかかろうかと思います

けども、そういうことにすればですね。それはやっぱりこの資料の頭に書いてあります

ように、天草地域のライフライン、ほいけん空路、空路の確保、ほいから、まあこれ町

長にも・・・ですが、まあ別件では陸路の確保、高規格道路ですね、そういったものを

やっぱ十分確保して、我々過疎の村、過疎の町の住民の生活を守ってもらいたいという

ふうに思います。終わります。 

○議長（野﨑幸洋君） ほかに質疑ありますか。 

松本良人君。 

○４番（松本良人君） ８ページのですね、エアライン関係ですけれども、今、先にい
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ろいろと説明を受けて聞いたんですけれども、町の予算書の中ではですね、維持確保応

援事業補助金となっとって、これ県か国だと思うとですけれど、応援事業補助金となっ

ておりますね。維持確保ちゅうのを、私はこれは極端に言えば町で一生懸命応援をする

と。そのエアライン、会社自体じゃなくて。私はそういうことだとちょっと認識し間違

ったんですけれども、当然そういった、やはり我々が出資しとる事業ですのでね。今課

長の答弁を聞いておりますと、全てそういったことをしよるごたっですとか、しよるふ

うにしとるそうですよとかいうような、会社に投げかけですね、エアラインのその投げ

かけのような感じで聞いておったんですけれども、本質的には、その出資しよっておる

市町が、そうですね、市町自体の考え方も、市とか町ですよ、考え方も、やはりそうい

ったこと応援しようと、町独自で何かできればやろうと、あるいは市でやろうというよ

うな、心構えがなければ、いつまで経っても第三セクのその経営っていうのをああどが

んでんよかっですもね、足らん分な市とか町からあの、その補助金も貰えばよかじゃっ

かというような形になってしまうんじゃなかろうかと思うですね。 

もう少し、そういったことであれば、これ全てですけれども、あの、全ての事業です

けれども、ここからの、例えば委員さんたちに町長あたりなっとらっとじゃなかろうか

と思いますけど、そこら辺私知りません。・・・ひょっとしたら間違うとるかもしれま

せんけれども、お互いに市とか町のトップ会談あたり、トップの話し合いの中でですね、

もちっとどうにかなるごっで、使うごて頑張れやっかというような事業あたりをですね、

率先し、私は進めるべきだと思います。補助金が足らんから、ほんなら銭ば出そかいっ

て、そういった安易なことをするから、普通なら会社なら潰れとっとです。そこらへん

はですね、やはり本来ならば、下をしっかりせんば、上ばっかりしとったじゃったっち

ゃこれ三角形なっとと思うとですので、下を十分に力を入れんばならんとじゃなかろう

かと思いますけれども、そこら辺の入れ方、力の入れ方の、もしあったらご説明を、お

尋ねをしたいと思います。 

それからあの、すいません１１ページです。地域振興券の発行なんですけれども、こ

れについてその振興券の形態、例えば町内の商店で使うとか、あるいはそこで登録しと

い、しとる・・・が使うとか、あるいは商工会に入っているところが使うとか、使われ

るのか。あるいは期限、期限がですね、まあ８年度いっぱいか、あるいは今年度の３月

３１日まで使うてしまわんばんとかと。そこら辺のですね、内容を教えていただきたい

なと思っとります。 

それから、これ資料のですね、３ページなんです。このマルチの省力化関係ですけれ

ども、これ先程ですね、軽自動車の燃料のところでちょっと質問があったと思います。

私もそのとおりと思いますけれども、小さい農家には今までこれはなかったんじゃなか

ろうかと思うとですね。私はここら辺ですね、大きな農業をなさっとらっところにはそ



 

－ 16 － 

れなりの事業、補助金がある程度相当出とります。しかし小さい、少しだけしとるとこ

には全く補助金はありません。そこら辺の燃料にしてもですね、このマルチにしてもそ

うですよ。 

私は昨年ですね、少しだけ芋を作ってみたっですよ。唐芋。ところがその黒マルチを

外す手だてが相当やっぱ時間かかっとですよ。それでもしこういったことがあればです

ね、例えば段々畑の活用とか。ですね。山びこの活動、今あの唐芋なんかは相当値段が

高いので、結構需要もあっとじゃなかろうかな。それでこれみずかんぎりも何も要らん

もん、要らんのですから、相当なやっぱりその、荒廃した農地の有効活動が十分できる

んじゃなかろうかなと思います。そこら辺の見方、今までこれがなかったけんですね、

私も何回か言うたっですけれども、これは補助金ななかっですもんなとか、こまか百姓

しとらすしにはなかっですばいとかようなことで簡単に答えが返ってきとりました。ま

あそういったことでございますが、ぜひですね、内容は何が一番不足しているか、あの

今の山間地の荒廃とか何かがですね、何が原因か。そこら辺、要するにこういった補助

金、補助がなかから相当荒れてきよっとですね。私はそう思います。 

あの、私も山間地を持っとる土地と、それからあの、都呂々ダムからのダムで・・・

水がくるところのその畑地、水田を持っとります。そういったその下の方で大きか圃場

整備をされているところは相当作りやすいんですよ。ところが山間地の農地は相当やっ

ぱり手間がかかる。しかしながら、相当手間がかかるところに補助事業が見捨てられと

る。そういった状況ですので、今後、今後ですね、まあこれはあの、その大雑把なこと

は要りませんけれども、回答要りません。ただこの、このマルチはですね、できれば小

さい農家の方にもやられるようなご検討はなされないものか、お尋ねをいたします。以

上です。 

○議長（野﨑幸洋君） 町長。 

○町長（山﨑秀典君） ８ページの天草エアライン運航維持確保応援事業の補助金でご

ざいます。松本議員おっしゃりましたとおりでございまして、これにつきましては、熊

本県が２分の１、残り２分の１を上天草市、天草市、苓北町が出資をいたしまして、エ

アラインの維持運営ということでエアラインの株式の中にもですね、入りまして行って

いるところでございます。 

そういった中で、コロナ禍前の状況からまだまだ回復をしていないというところでご

ざいまして、その運航維持確保のために底支えをしていくということでございます。そ

ういった中では、県と２市１町が協議を行いまして、この応援事業を行うということで

決定して今回提案をいたしているところでございます。以上でございます。 

○議長（野﨑幸洋君） ほかの答弁。 

商工観光課長。 
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○商工観光課長（稲尾浩二君） １１ページの振興券の件につきまして、２点のご質問

があったかと思います。 

まず使用できる店舗でございますけれども、町内の店舗でございまして、参加登録店

舗の方のですね、募集のほうを商工会のほうへ委託する予定といたしております。商工

会のほうで参加登録店舗のほうを取りまとめていただく予定でございまして、今のとこ

ろ約１００店舗程度を予定をいたしております。 

続きまして、使用できる期限でございますけれども、できるだけですね早く、町民皆

様方に振興券のほう交付をしたいんですが、どうしてもですね、印刷であったりとか、

各お１人ずつ振興券の封入作業、で郵便局のですね、配達事務とか、時間が要しますの

で、今のところ予定といたしまして、５月１日から１０月３１日の６か月間の使用を予

定しているところでございます。以上です。 

○議長（野﨑幸洋君） 農林水産課長。 

○農林水産課長（田尻 悟君） 物価高騰対策に伴う、苓北町支援対策の実施計画の３

ページ目の農業省力化生産資材導入支援事業に関する、小さな農家につきましても補助

支援等のご質問でございますけれども、これにつきましては、全ての農家の３分の１っ

ていうところの補助金を計画、当初予算で計上していく予定としております。 

なお、令和７年度の実績ではですね、マルチ１本を買うっていう部分で、マルチ１本

が２００メートルの長さの幅１８０センチなんですけれども、それにつきまして約、そ

の１巻が１万５,４００円かかりますので、その１本からはですね、支援ができるのか

なとこの事業では思っております。 

また、併せて単独事業等においてはですね、認定農業者と、また普通の、認定農業者

ではない方について、認定農業者については４０％、認定農業者以外の方は３０％ので

すね、各支援を準備してですね、農業振興を図っているところでございます。以上です。 

○議長（野﨑幸洋君） 松本良人君。 

○４番（松本良人君） まずあの、天草エアラインの運航維持確保応援の関係で、町長

から確たる説明はいただいたんですけれども、これは分かっとります。当然、上部の機

関でそういったことであるから計算をしろということは十分知っとります。そうじゃな

くて、まずこの名前通りに応援をするとならば、地域が応援をしてくださいということ

をですね、そこら辺をお願いしたっですよ。もう分かってることは答えていただかなく

ても結構だと思いますので今後注意をしていただきたいなと・・・。 

それから地域振興券の関係ですけれど、これ私あの、毎年思うとですけれども、年末

あたりにいろいろ商工会が出して町が補助金を出しとりますね。あれと、あれのやっぱ

り協賛と、をしてるところが、小さな商工、中小のお店の方とか、ある程度の大きなと

ころは加入されておりますけれども、苓北町で一番大きなところはどうしても加入され
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ていないんじゃなかろうかなと思っております。一番大きなところ、分かりますかね。

そこのシープルなんですよ。シープルですね。アタックス。要するに、町に協力がなさ

れていないということなんですね。ほいでそこら辺の対応もですね、できればその年末

のいろんな売出しの加盟店とか、そこら辺を含めたとこっでですね、商工会に投げかけ

なくて、町がですね、的確な指導をしていただいて、・・・町の純粋な、町のその商工

会の発展を併せてですね、この振興券と併せてですね、両方とも成り立つようなやり方

をやっていただければいいんじゃないかなと思っております。 

それからマルチ関係ですけれども、これ確かに私も知りませんでしたけれども、あま

りようけしとらんところはあまり使われんごてなっとそうですね、なごう置いとけばで

すね。このマルチがですね。あの、何ですかね、あの、これはマルチ自体にするわけで

すか。あの、例の貼らんちゃよかとにすっとじゃなかっですか。ですね。貼らんちゃよ

かとにすっとでしょ。ああ貼らんちゃよかとがですね、そんうち破れて使われんごてな

っとそうですね。それでそこら辺もですね、ぜひ、もしそこら辺取り入れていただくと

するならば、各市町もいろいろ問題が抱えていると思います。苓北町じゃなくてですね。

やっぱり山間部の農地の荒廃の問題についてはいろいろとあるて思いますので、会社あ

たりに、少し２００メートルじゃなくて、例えばその半分の１００メートルぐらいのと

を作ってもらうとかですね、特別にですね。そういった形も要望していただければ、や

はり日本全国のそういう山間地、荒れたところにもいくらか、十分対応ができるんじゃ

なかろうか。これは何かの事業んときにですね、申しをしていただければ、やはり苓北

町からそういった話が出たということであれば相当やっぱり苓北町も大手をはって歩か

れるっじゃなかろうかなと思いますね。会社あたり、小さいやつも作っていただくとい

うことであれば。そういったことで努力をしていただければと思います。これお願いで

すので。 

○議長（野﨑幸洋君） 町長。 

○町長（山﨑秀典君） 天草エアラインの運行についてはですね、当然先程言いました

ように、県と構成団体２市１町で出資等もしまして、天草振興、交通体系のためにです

ね、エアラインを運行していただいておりますので、当然町としては引き続き応援をし

ていくべきだと思っておりますし、そういった意味では天草エアラインのほうでもです

ね、天草地域振興へ向けたいろんな事業等も実施をされるということでありますので、

お互い力を合わせて、できうる限り天草地域にですね、来ていただく、そして天草地域

の方がエアラインを使って福岡・熊本・大阪に行っていただくような、そういう手だて

もですね、今後研究をし、２市１町一体となってですね、取り組み、応援をしていきた

いと思います。以上でございます。 

○議長（野﨑幸洋君） ほかに質疑ありますか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 討論がありますか。 

討論にあっては必ず冒頭に賛否を明らかにして行ってください。 

まず、原案に反対者の発言を許します。 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

浜口雅英君。 

○５番（浜口雅英君） この８ページのエアライン運航維持確保応援事業補助金につい

てなどを中心に賛成、この補正予算については賛成の立場で意見を述べます。 

エアラインに限って言えば、事業状況が減少傾向で、行政の補助金頼りという考えも

あるということですが、この先程申し上げましたように２機の、２機制の運用によって

ですね、人口減少の顕著な地域を守るという立場の中で使用機数を増やし、増やすなど

の事案も考慮しながら過疎解消に努めてほしいと思います。この飛行機数を増やすこと

だけで解決するとは思いませんが、１つの手段だと思いますのでそういうことで取り組

んでほしいと思います。以上です。 

○議長（野﨑幸洋君） 次に、反対者の発言を許します。 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

次に、反対者の発言を許します。 

次に、原案に賛成者の発言を許します。 

ほかに討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） これで討論を終わります。 

議案第１号を採決します。 

本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号、令和７年度苓北町一般会計補正予算（第８号）については、

原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第２号 令和７年度苓北町水道事業会計補正予算（第４号） 

○議長（野﨑幸洋君） 日程第６、議案第２号、令和７年度苓北町水道事業会計補正予

算（第４号）を議題とします。 
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提案理由の説明を求めます。 

水道環境課長。 

○水道環境課長（時田健一君） 議案第２号、令和７年度苓北町水道事業会計補正予算

（第４号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、収益的収入及び支出につきまして、追加補正を行うものです。 

第２条、収益的収入及び支出について。 

収入。科目。第１款水道事業収益の既決予定額１億９,２４２万９,０００円に、補正

予定額２６万４,０００円を増額し、１億９,２６９万３,０００円とするものです。 

次に、支出。科目。第１款水道事業費用の既決予定額２億８,７８１万１,０００円に、

補正予定額２６万４,０００円を増額し、２億８,８０７万５,０００円とするものです。 

第３条、他会計からの補助金について。 

今回の補正に伴い、一般会計からの補助を受ける金額２９５万１,０００円を増額す

るものです。 

４ページと５ページは、今回の補正に伴う予算実施計画であります。 

６ページをお願いします。 

予定キャッシュ・フロー計算書でございます。ページの末尾にありますように、資金

期末残高を６,５３３万２,２９７円と予定したところです。 

次の７ページから８ページは、令和７年度末の予定貸借対照表でございます。 

当年度末の水道事業会計の財政状況を見込んだものでありまして、年度末における資

産合計及び負債資本合計はいずれも１２億９４９万９４５円となるものです。 

９ページをお願いします。 

事項別明細書です。補正内容の詳細につきまして説明いたします。 

収益的収入及び支出の、収入につきまして、款１水道事業収益、項１営業収益、目１

給水収益は、国の重点支援地方交付金を活用し、水道・下水道等の基本料金等を減免す

るため、水道使用料１か月分、３月請求分２６８万７,０００円の減額です。項２営業

外収益、目５他会計補助金は、先程の水道・下水道基本料金等減免支援に伴う水道事業

繰入金２９５万１,０００円の増額です。 

１０ページをお願いします。 

収益的収入及び支出の、支出につきまして、款１水道事業費用、項１営業費用、目３

総係費は、先程の水道・下水道基本料金等減免支援に伴う料金システム改修委託料２６

万４,０００円の増額であります。 

以上で、令和７年度苓北町水道事業会計補正予算（第４号）（案）の説明を終わりま

す。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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○議長（野﨑幸洋君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

質疑ありませんね。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 討論なしと認めます。 

議案第２号を採決します。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 異議なしと認めます。 

したがって議案第２号、令和７年度苓北町水道事業会計補正予算（第４号）について

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第３号 令和７年度苓北町下水道事業会計補正予算（第４号） 

○議長（野﨑幸洋君） 日程第７、議案第３号、令和７年度苓北町下水道事業会計補正

予算（第４号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

水道環境課長。 

○水道環境課長（時田健一君） 議案第３号、令和７年度苓北町下水道事業会計補正予

算（第４号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は収益的収入につきまして、追加補正を行うものです。 

第２条、収益的収入及び支出について。 

収入。科目。第１款下水道事業収益の既決予定額３億２,０５４万５,０００円。第１

項営業収益と第２項営業外収益の予算の組み替えですので、補正予定額はございません。 

第３条、他会計からの補助金について。 

今回の補正に伴い、一般会計からの補助を受ける金額１８２万５,０００円を増額す

るものです。 

次に４ページは、今回の補正に伴う予算実施計画書であります。 

５ページをお願いします。 

予定キャッシュ・フロー計算書です。ページの末尾にありますように、資金期末残高

を７,１１４万２０３円と予定したところです。 

次の６ページから７ページは、令和７年度末の予定貸借対照表でございます。 

今年度末の下水道事業会計の財政状況を見込んだものでありまして、年度末における

資産合計及び負債資本合計は、いずれも４４億３,９３７万７,９２８円となるものです。 

９ページをお願いします。 
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事項別明細書です。補正の内容につきまして、詳細につきまして説明いたします。 

収益的収入及び支出の、収入につきまして、款１下水道事業収益、項１営業収益、目

１下水道使用料は、国の重点支援地方交付金を活用し、水道・下水道等の基本料金等を

減免するため、下水道使用料１か月分、３月請求分を１８２万５,０００円の減額する

となります。項２営業外収益、目５他会計補助金は、先程の水道・下水道基本料金等減

免支援に伴う水道事業繰入金１８２万５,０００円の増額です。 

以上で、令和７年度苓北町下水道事業会計補正予算（第４号）（案）の説明を終わり

ます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（野﨑幸洋君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

松本良人君。 

○４番（松本良人君） あの、お尋ねをしてよかですかね、収入のお尋ね。かなり人口

が減っていく中でですね、やはり解家とか、あの、空き家が相当増えておりますね。で、

まあ水道も下水道も一緒ですけれども、空き家が増えたならば、結局あの、あれ、何で

すかね、最終的には使用料がかなり減ってくる、利用料が減ってくるわけですけれども、

そこら辺のやはり対応、対応っちゅおかしか、対応はされんですけれどもね、何か予算

とか何かに反映されておりますか。まあ、なからんばよかです。今後やはり反映される

べきだと思いますので、少しやっぱ厳しくですね、もう都呂々あたりも結構解家があり

ますもんね。そこら辺をひとつ・・・ならんようにですね。あるいはあまりマイナスに

ならんように頑張っていただければなと思っております。これお願いですね。回答要り

ません。よろしく考慮されて頑張ってください。 

○議長（野﨑幸洋君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 討論なしと認めます。 

議案第３号を採決します。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（野﨑幸洋君） 異議なしと認めます。 

したがって議案第３号、令和７年度苓北町下水道事業会計補正予算（第４号）につい

ては、原案のとおり可決することに決定しました。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 
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会議を閉じます。 

令和８年第１回苓北町議会臨時会を閉会いたします。 

どなた様も大変お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１０時３９分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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